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ᶘ　学ੜੜ׆に関する内容

（ 4）AED（自動体外式除細動器）
学内各所に設置しています。専門職員のほか、トレーニングを受けた教職員、AEDの取り扱
いについて授業・講習を受けた学生以外は取り扱わないでください。

■AED設置場所
・胎内キャンパス　：　H棟 1階廊下、J棟（図書館）1階、L棟（厚生棟）3階学生ラウンジ、M棟（体育館）前
・新潟キャンパス　：　1階学生ラウンジ前

（ 5）遠隔地被保険者証（健康保険証）
ご家族のもとを離れて生活する学生は、医療機関にかかる場合に備えて健康保険証の「遠隔
地被保険者証」を取り寄せておいてください。なお、申請の際には「在学証明書」が必要と
なりますので、証明書自動発行機を利用してください。

（ 6）感染症対策について
感染症の蔓延防止のため、インフルエンザ、麻疹等の学校保健安全法上感染症および法定感
染症に罹患した場合は速やかに大学事務局（学務課）へ連絡してください。
罹患後、再登校した際は、事務局前に設置してある「感染症経過報告書」を学務課に提出し
てください。
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海外へ渡航する場合には危機管理等の観点により、渡航内容を記したパンフレットや訪問先の地図
等を添付して「海外渡航届出書」を学務課に提出してください。また、渡航前は渡航中の国内連絡
先へ日程や連絡手段等の詳細をあらかじめ必ず伝えるとともに、教員へも必ず連絡してください。

■国別の一般的な安全情報
　外務省海外安全ホームページ
　www.anzen.mofa.go.jp/

　外務省渡航登録サービス（ 3か月未満：「たびレジ」、 3か月以上：「在留届」）
　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
　 「たびレジ」は、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連
絡メール、またいざという時の緊急連絡などが受け取れるシステムです。海外に渡航する場合は、必ず登録
してください。

■海外渡航者のための感染症情報
　厚生労働省検疫所　www.forth.go.jp/




